
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号

検
察
官
適
格
審
査
会
令

内
閣
は
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一

号
）
第
二
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
こ
に
検
察

官
適
格
審
査
委
員
会
令
を
制
定
す
る
。

第
一
条
　
検
察
官
適
格
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い

う
。
）
の
委
員
の
う
ち
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議

員
た
る
委
員
以
外
の
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
、

法
務
大
臣
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

一
　
最
高
裁
判
所
判
事
　
一
人

二
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
会
長

三
　
日
本
学
士
院
会
員
　
一
人

四
　
司
法
制
度
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
　
二
人

２
　
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
最

高
裁
判
所
判
事
及
び
日
本
学
士
院
会
員
の
互
選
に
よ

る
。

第
二
条
　
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の

委
員
の
予
備
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
委
員
と
同
一
の

資
格
の
あ
る
者
に
つ
き
、
法
務
大
臣
が
こ
れ
を
任
命
す

る
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
委
員
の
予
備
委
員
の

任
命
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

２
　
前
条
第
一
項
第
二
号
の
委
員
の
予
備
委
員
は
、
日
本

弁
護
士
連
合
会
の
副
会
長
の
う
ち
年
長
者
一
名
に
つ

き
、
法
務
大
臣
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

第
三
条
　
委
員
及
び
予
備
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す

る
。

２
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
委
員
及
び
予
備
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

第
四
条
　
審
査
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り

選
任
す
る
。

２
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
。

３
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指

名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
五
条
　
審
査
会
は
、
委
員
の
九
人
以
上
が
出
席
し
な
け

れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
審
査
会
の
議
事
は
、
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
も
の

の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
六
条
　
審
査
会
は
、
審
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
法
務
大
臣
又
は
検
察
庁
の
長
に
対
し
書
類
の
提
出

を
求
め
、
又
は
必
要
な
事
項
の
報
告
を
徴
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
但
し
、
捜
査
中
の
犯
罪
事
件
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
条
　
審
査
会
は
、
審
査
に
付
さ
れ
た
検
察
官
及
び
そ

の
者
の
属
す
る
検
察
庁
の
長
を
し
て
会
議
に
出
席
し
て

意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
審
査
会
は
、
審
査
に
付
さ
れ
た
検
察
官
に
不
適
格
の

疑
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
あ
ら
か
じ

め
相
当
な
期
間
を
置
い
て
会
議
の
理
由
を
通
告
し
た

上
、
会
議
に
出
席
し
て
弁
解
し
、
且
つ
、
有
利
な
証
拠

を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
審
査
会
の
庶
務
は
、
法
務
省
大
臣
官
房
人
事
課

に
お
い
て
処
理
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

る
。

２
　
検
察
官
適
格
審
査
委
員
会
官
制
（
昭
和
二
十
二
年
政

令
第
八
十
五
号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
政
令
第
一

四
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
二
四
年
一
〇
月
二
一
日
政
令
第

三
五
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
五
月
八
日
政
令
第
一
三

四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
委
員
又
は
予
備
委
員
で

あ
る
者
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後

も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
政
令
第
三

〇
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附

則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
委
員
等
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
従
前
の
総

理
府
の
検
察
官
適
格
審
査
会
の
委
員
及
び
予
備
委
員
で

あ
る
者
の
任
期
、
従
前
の
法
務
省
の
法
制
審
議
会
の
委

員
、
部
会
に
置
か
れ
た
委
員
及
び
幹
事
で
あ
る
者
の
任

期
並
び
に
従
前
の
法
務
省
の
公
証
人
審
査
会
の
委
員
及

び
予
備
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
当
該
委
員
、
部
会

に
置
か
れ
た
委
員
、
予
備
委
員
及
び
幹
事
の
任
期
を
定

め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

日
に
満
了
す
る
。
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